
所見評価用

１　指定概要

指定管理者の管理運営に対する評価シート

所管課 福祉保健部こども・家庭支援課

評価対象期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日

名　 称 大分県母子・父子福祉センター

指定期間 令和３年４月１日～令和８年３月３１日（５年間）

所在地 大分市大津町２丁目１番４１号

設置目的
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、生活相談に応じるとともに、その自立促進に関する事業を行い、母子家庭等の生活
の安定及び福祉の増進を図る。

指定管理者

名　 称

施設種別

社会福祉

理事長　副島　惠美子

所在地

施設概要

一般財団法人　大分県母子寡婦福祉連合会

代表者名

大分市大津町２丁目１番４１号

指定管理業務の内容

・大分県母子・父子福祉センターの設置及び管理に関する条例等第３条各号に掲げる事業の実施に関する業務
・センターの施設等の維持管理及び修繕に関する業務
・センターの利用の受付及び案内に関する業務
・センターの利用の許可に関する業務
・センターの利用の促進に関する業務
・その他県が必要と認める業務

料金制度 使用料
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２　評価結果

１　施設の設置目的の達成（有効性の向上）に関する取組み

（１）施設の設置目的の達成 県の評価基準

事業計画に定める項目を全て滞りなく実施する。
目標指標である、相談件数610件を達成する。

チャット相談の開設やセンターHＰにチャットボットを設置することで、相
談しやすい環境を整備する。

夏季期間（7月～9月）の施設一般開放を実施することで、新たな利用
者増を開拓する。

①

②

③

評価項目

①計画に則って施設の管理運営（指定管理業務）が適切に行われたか。
施設を最大限活用して、施設の設置目的に沿った成果を得られているか（目標を達成
できたか）。

②施設の利用者の増加や利便性を高めるための取組みがなされ、その効果があった
か。また、複数の施設を一括して管理する場合は、施設間の有機的な連携が図られ、
その効果が得られているか。

【評価の理由】

③施設の設置目的に応じた効果的な営業・広報活動がなされ、その効果があったか。

事業計画に定めていた項目のうち、令和４年度に予定していた事業は全て滞りなく完了した。
目標指標の相談件数610件に対し948件の相談件数を記録し、十分な成果が得られている。

チャットボットは設置しているが、相談件数948件のうち、チャット相談の利用数は13件に留まった。

平成23年度から、夏の節電対策として夏季期間（7月～9月）の施設一般開放を実施しているが、R3～4年度はコロナの影響により中止となった。
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（２）利用者の満足度 県の評価基準

施設利用者満足度4.8を達成する。

アンケート結果より、相談者からの苦情に対しては改善に向けた必要
な対策を実行する。
苦情が発生した際は、速やかに対応を行い利用者の理解を得る。
また、再発防止策を講じる。
センターの広報誌やＨＰを通じてひとり親の支援策や会議室等の情報
を提供する。

①

②

③

④

⑤

（３）定性的な目標の達成 県の評価基準

相談者満足度維持のため、相談体制の充実や相談員の資質向上に
取り組む。

①

②利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組みがなされたか。

①利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られていると言えるか。

③利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか。

④利用者への情報提供が十分になされたか。

⑤その他サービスの質を維持・向上するための具体的な取組みがなされ、その効果
があったか。（①～④以外に評価できる取り組みがある場合のみ）

【評価の理由】

満足度は4.75となったが、相談に対するアンケート（来所者相談件数258件のうち85人から回収）では、「また利用したい」という評価がほとんどであり、来
年度以降もきめ細やかな対応を行っていく。

特に対応を要する意見は見られなかった。

今年度、苦情は発生しなかった。

今後もWEBやSNSを用いた相談の実施や広報を実施した。

①定性的に定めた目標が達成されているか。（将来ビジョン等で定めた目標など）

【評価の理由】

支援相談員に、県が開催した面会交流支援研修会への参加や家計診断に関する研修会に参加してもらい、資質の向上を図ることができた。
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２　効率性の向上等に関する取組み

（１）経費の低減等 県の評価基準

節電や省エネ、印刷代の節約を心がける。

他施設の指定管理者でもある大分県社会福祉協議とともに、建物全
体として経費削減に努める。
事務室での節電対策と合わせて、施設内の節電・省エネを心がけ、経
費の削減に努める。

①

②

③

（２）収入の増加 県の評価基準

大分県社会福祉協議会への利用促進依頼やHPや広報誌でのPR、関
係機関を通じた周知活動に取り組む。

①

【評価の理由】

①施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に低減するための十分な
取組みがなされ、その効果があったか。

②主たる管理業務以外（清掃、警備、設備の保守点検等）について、それらが適切な
水準で行われ、経費が最小限となるよう工夫がなされたか。

③経費の効果的・効率的な執行がなされたか。

【評価の理由】

令和４年度は電気代が高騰し、節電には心がけたが削減は難しいところであった。

施設内に清掃については大分県社会福祉協議会へ委託をしており、建物全体として経費削減に努めた。

電気代高騰の影響があり、節電には心がけたが削減は難しいところであった。

①収入を増加するための具体的な取組みがなされ、その効果があったか。

HPで周知するとともに、県とチラシを市町村に置くなど周知活動を行い、施設使用料の収入は、前年度（1,583千円）より大幅にプラスとなり、2,415千円と
なった。平成23年度の2,044千円を超える、過去最高の収入となった。
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３　公の施設にふさわしい適正な管理運営に関する取組み

（１）施設の管理運営（指定管理業務）の実施状況 県の評価基準

支援員の不在時にも他職員が対応できるよう研修を受講するなどの
対応を行う。

県や国が実施する研修会に積極的に参加する。

就業・自立支援センターや大分県社会福祉協議会との連携を図る。

①

②

③

①施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であったか。

②職員の資質・能力向上を図る取り組みがなされたか。

③地域や関係団体等との連携や協働が図られたか。

【評価の理由】

利用者の利便性向上のため、日曜日も開館し、業務を行っている。その一方で、母子・父子自立支援員が1名しかいないことから、相談数等業務量に応
じ、最小限の人数で対応することとなるが、支援員の不在時にも他職員が対応できるよう研修を受講するなどの対応を行い、相談支援の対応ができるよ
う努めた。

県が開催した面会交流支援研修会への参加や家計診断に関する研修会に参加し資質の向上を図ることができた。

相談内容によっては就業・自立支援センター職員や大分県社会福祉協議会へとつなぎ、必要な支援が受けられるように対応した。



所見評価用

（２）法令遵守、平等利用、安全対策、危機管理体制など 県の評価基準

法令違反を発生させない。

個人情報法令等の事故を発生させない。

特定の個人団体を排除しない。
（国や県等からの要請に基づくものは除く）

モニタリングの結果、不適切な事案が確認されない。

管理側の瑕疵による事故を発生させない。

各種マニュアルを整備し、体制を確保する。

県社会保険福祉協議会主体の防災訓練に参加する。

事故等発生時には適切な対応を行い、管理責任を問われる事象を発
生させない。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

④施設の管理運営（指定管理業務）に係る収支の内容に不適切な点はないか。

①関係法令(地方自治法、労働関係法令、通則条例、設置条例等)が遵守されている
か。

②施設の利用者の個人情報を保護するための対策が適切に実施されているか。

③利用者が平等に利用できるよう配慮されていたか。

⑤管理物件の修繕や日常の事故防止などの安全対策が適切に実施されていたか。

⑥防犯や事故等の危機管理体制、防災士の配置など、防災に係る体制が適切であっ
たか。

⑦防災に関する研修・訓練が効果的に実施されていたか。

⑧事故発生時や非常災害時の対応などが適切であったか。

【評価の理由】　

事故は発生していない。

マニュアルを整備しており体制を定義している。

防災訓練に参加した。

事故は発生していない。

法令違反は発生していない。

個人情報漏洩等のインシデントは発生していない。

特定の個人団体を排除していない。

モニタリングで不適切な取扱いがないことを確認した。
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【総合評価】

【指定管理者評価部会の意見】

〔今後の対応〕

【評価】
１．限られた人員で、多くの相談件数を対応していることは評価できる。

【意見】
１．新型コロナウイルスの影響により、夏季期間の施設一般開放を中止しているが、有効な取り組みであるため再開すべき。母子・父子家庭の子供が利用できるよ
う、積極的な開放と利用促進に向けた声掛けに取り組んでほしい。

【施設所管課に対する意見】
１．光熱費の高騰は深刻な問題。現場の実態を把握し、適切に予算措置をすべき。
２．施設利用者の利便性等を考慮し場所を移転するといった選択肢もあると思われる。移転の要否を含め検討してほしい。

〔所見〕

相談件数はほぼ横ばいであるが、苦情もなく、ひとり親に寄り添ったきめ細やかな支援ができている。また、外部の研修会や会議への参加を通じて、組織として

県下のひとり親家庭の相談・支援機関として中心的な役割を担っていることから、県や市町村等関係機関と連携しながら、ひとり親家庭の親の経済的な自立と子

どもの健やかな成長の支援を担うとともに、センターのPRについてもさらに尽力し、ひとり親の頼れる存在となることを期待している。

の資質向上にも取り組み、多様な利用者の相談ニーズに対応していこうとする姿勢は評価できる。


